
－ 議会事務局／監査委員事務局 危機管理課
秘書課／シティ プロモーショ ン

推進課
企画調整課／行政改革課／情報

政策課
市民活動推進課／各地域市民セ

ンター
総務課 人事課 財政課／管財課／契約検査課 税務課 会計課

－ 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎／各地域市民センター 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎

時間
○準備体制設置
○災害情報（ 気象情報） の収集
○連絡体制の準備

○第一号体制設置
○全職員に配備体制（ 風水害）
を連絡する（ 第一号体制以上）

○連絡体制の準備【 総務課】 ○災害に従事する職員の動員に
関すること 【 人事課】

○連絡体制の準備【 財政課・ 管
財課、 契約検査課】

○第二号体制設置
○県等公共機関への被害状況報
告に関するこ と
○消防団（ 水防団） に関するこ
と
○災害警戒本部設置準備
○災害警戒本部会議に関するこ
と

○連絡体制の準備【 秘書課】
○報道機関に対する情報提供、
連絡調整に関するこ と 【 シティ
プロモーショ ン推進課】
○市民に対する情報周知に関す
るこ と 【 シティ プロモーショ ン
推進課】

○災害情報（ 気象情報） の収集
【 企画調整課・ 行政改革課・ 情
報政策課】
○連絡体制の準備【 企画調整
課・ 行政改革課・ 情報政策課】

○災害情報（ 気象情報） の収集
○連絡体制の準備
○道路、 河川、 下水道、 水道等
の被害の連絡調整に関するこ と
○災害対策本部体制に向けた連
絡体制の準備

○災害に従事する職員の動員に
関すること 【 人事課】

○災害警戒本部設
置【 副市長】

●公印の管理に関するこ と 【 議
会事務局・ 監査委員事務局】

○県、 警察、 消防署等の防災関
係機関と の連絡調整に関するこ
と
○災害警戒本部の設置に関する
こと
○災害対策本部設置準備
●消防及び水防に関するこ と
●防災及び災害対策本部に関す
るこ と
●緊急情報伝達システムの管理
に関すること
●緊急時対応に関するこ と

○災害にかかる広報に関するこ
と 【 シティ プロモーショ ン推進
課】
●市長及び副市長の秘書に関す
るこ と 【 秘書課】
●市ホームページ及びＳ ＮＳ に
関すること 【 シティ プロモー
ショ ン推進課】
●報道機関と の連絡調整に関す
るこ と 【 シティ プロモーショ ン
推進課】

○被害状況の情報収集及び取り
まと めに関するこ と 【 企画調整
課・ 行政改革課・ 情報政策課】
○各部局への情報提供に関する
こ と 【 企画調整課・ 行政改革
課・ 情報政策課】
○災害にかかる広聴に関するこ
と 【 企画調整課】
●情報セキュリ ティ に関するこ
と 【 情報政策課】
●地域情報基盤の管理及び運営
に関するこ と 【 情報政策課】
●業務システムの運用管理に関
すること 【 情報政策課】

○避難誘導の連絡調整に関する
こ と
○市民と の連絡調整に関するこ
と
●市税、 使用料、 手数料、 その
他歳入金の収納に関するこ と
【 各地域市民センター】
●自治振興会、 区及び自治会の
支援及び連携に関するこ と 【 市
民活動推進課】
●印鑑の登録に関するこ と 【 各
地域市民センター】
●埋火葬許可書の発行及び火葬
場の使用予約に関するこ と 【 各
地域市民センター】
●住民基本台帳カード及び公的
個人認証に関するこ と 【 各地域
市民センター】
●後期高齢者医療制度に係る諸
届け及び申請の受付、 保険料に
係る相談、 並びに被保険者証等
の交付に関するこ と 【 各地域市
民センター】

●文書の収受、 審査及び送達に
関するこ と 【 総務課】
●公印の管理に関するこ と 【 総
務課】

○広報用車両及び災害時対応用
車両の確保及び配車に関するこ
と 【 管財課、 契約検査課】
●庁舎内の維持及び管理に関す
るこ と 【 管財課】
●市有自動車の運行及び管理に
関するこ と 【 管財課】
●物品の調達に関すること 【 管
財課】

●現金、 有価証券の出納保管に
関するこ と
●現金の記録管理に関すること

○災害対策本部設
置【 市長】

○市議会等の連絡調整に関する
こ と 【 議会事務局】
○他班への応援に関するこ と
【 議会事務局・ 監査委員事務
局】

○災害対策本部の設置に関する
こと
○災害対策本部会議に関するこ
と
○災害対策の総括に関すること
○電気、 ガス、 通信機関の情報
に関すること
○ライフライン情報に関するこ
と
○危険物施設の災害に関するこ
と (消防本部)
○自衛隊の応援要請に関するこ
と
○他の地方公共団体等からの応
援受付及び応援要請に関するこ
と

○災害の記録、 撮影に関するこ
と 【 シティ プロモーショ ン推進
課】
○所管施設の被害調査・ 応急手
当に関するこ と 【 シティ プロ
モーショ ン推進課】
○被災地の各種陳情及び慰問、
見舞に関するこ と 【 秘書課】

○甲賀市役所庁舎及び各施設の
通信機能の確認と 回線の確保
○総合政策部内の調整に関する
こ と 【 企画調整課】

○災害時多言語情報センターに
関するこ と
○所管施設の災害復旧に関する
こ と
○被災者窓口に関するこ と
○外国人通訳（ 相談） に関する
こ と 【 市民活動推進課】
○会計班と の調整に関するこ と

○総務部内の調整に関すること
【 総務課】
○災害関係文書、 物品の収受配
分及び発送に関するこ と 【 総務
課】

○参集していない職員の安否確
認に関するこ と 【 人事課】
〇滋賀県庁と の人員調整に関す
るこ と 【 人事課】
○災害派遣職員の身分取扱いに
関すること 【 人事課】
○公務災害補償に関すること
（ 消防団員も含む。 ） 【 人事
課】

○物資調達配給班と の調整に関
すること 【 管財課、 契約検査
課】
〇滋賀県庁と の物資調整に関す
るこ と 【 管財課、 契約検査課】
○災害関係の予算に関するこ と
【 財政課】
○市有財産（ 行政財産を除
く 。 ） の管理に関すること 【 管
財課、 契約検査課】

○建物被害認定調査に関するこ
と 【 税務課】
○災害減免及び猶予に関するこ
と 【 税務課】
○り 災証明の発行に関するこ と
【 税務課】

○災害時に必要な物品の出納に
関するこ と
○義援金の受け入れ、 保管に関
するこ と
○災害関係経費の支出に関する
こと

う
ち
優
先
度

【

高
】

●国民保護に関するこ と ●部の連絡調整及び部長に関す
るこ と 【 企画調整課】

●地域コミ ュニティ の支援に関
するこ と 【 市民活動推進課】

●文書の保存及び庁内の文書管
理に関するこ と
●部の連絡調整及び部長に関す
るこ と
●情報公開に関するこ と
●個人情報保護に関するこ と

●職員の衛生管理及び安全衛生
に関するこ と
●職員（ 非常勤を含む。 ） の公
務災害補償に関するこ と

●市税等の収納に関するこ と

う
ち
優
先
度

【

低
】

●住民票の謄抄本、 戸籍の全部
事項証明及び個人事項証明、 印
鑑証明、 税証明、 その他証明書
等の交付に関するこ と 【 各地域
市民センター】
●戸籍及び住民基本台帳に係る
諸届け及び申請の受付に関する
こ と 【 各地域市民センター】
●外国人登録に係る諸届け及び
申請の受付に関すること 【 各地
域市民センター】
●市税に係る台帳の閲覧、 相談

●職員の勤務条件に関するこ と
●職員の給与に関するこ と
●職員の共済、 福利及び厚生に
関すること

●予算の編成及び執行管理に関
すること 【 財政課】
●支出負担行為の審査に関する
こ と 【 財政課】
●市有物件災害共済に関するこ
と 【 管財課】
●施設の環境整備に関するこ と
【 管財課】
●施設の維持修繕に関するこ と
【 管財課】

●市税関係証明書（ 納税証明書
を除く 。 ） の交付に関するこ と
●納税証明書の交付に関するこ
と

●支出負担行為の確認に関する
こと
●支出命令書、 公金振替命令書
等の審査に関すること

○： 災害対策業務
●： 優先継続業務

そ
の
他
の
優
先
継
続
業
務

総合政策部市長公室

３ 時間以内業務
2 4 時間以内業務
7 2 時間以内業務

完了時間(災害発生後)

参集先

総括班 渉外広報班 情報収集班

平常組織（ 課単位）

【 風水害】
部局（ 平常及び災害時） 三役 議会事務局／監査委員事務局 総務部／会計管理組織

災害対策本部 本部 議会班
市民外国人支援班・ 調査応急対

策班
文書班 職員班 財政班 被害調査班 会計班

7 2時間

2 4時間

３ 時間

災
害
発
生
前

【留意事項】

※職員の不足及び過多については、まず部内での調整を行い、それでも不足 ※左記の時間軸と体制配備の設置時間は必ずしも一致しない。

する時は、職員班により人員の把握及び調整を行う。 ※災害警戒本部体制以上は、出動伝達を待たず、自主参集とする。

※地震時の業務は被害の状況により異なるため、被害の大きい場合には、 ※施設職員は所属長より指示のあった場合に参集する。

災害対策本部体制を設置し、業務を実施する。 ※小康状態が見込まれる場合は、所属長は職員に休憩を指示する。

※1つの課が2つの班に人員を配備する場合は、半数ずつ配備する。 ※囲み(□)の内容は、重要な他機関との連携及び人員の連携に関するもの。

※原則、課長以下の職員の継続配備は13時間を最大としする交替制とする。 （所属長の判断により夜間等の職員数を少なくする等して職員を確保する。）

【留意事項】

※職員の不足及び過多については、まず部内での調整を行い、それでも不足 ※左記の時間軸と体制配備の設置時間は必ずしも一致しない。

する時は、職員班により人員の把握及び調整を行う。 ※災害警戒本部体制以上は、出動伝達を待たず、自主参集とする。

※地震時の業務は被害の状況により異なるため、被害の大きい場合には、 ※施設職員は所属長より指示のあった場合に参集する。

災害対策本部体制を設置し、業務を実施する。 ※小康状態が見込まれる場合は、所属長は職員に休憩を指示する。

※1つの課が2つの班に人員を配備する場合は、半数ずつ配備する。 ※囲み(□)の内容は、重要な他機関との連携及び人員の連携に関するもの。

※原則、課長以下の職員の継続配備は13時間を最大としする交替制とする。 （所属長の判断により夜間等の職員数を少なくする等して職員を確保する。）
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時間

う
ち
優
先
度

【

高
】

う
ち
優
先
度

【

低
】

○： 災害対策業務
●： 優先継続業務

そ
の
他
の
優
先
継
続
業
務

３ 時間以内業務
2 4 時間以内業務
7 2 時間以内業務

完了時間(災害発生後)

参集先

平常組織（ 課単位）

【 風水害】
部局（ 平常及び災害時）

災害対策本部

7 2時間

2 4時間

３ 時間

災
害
発
生
前

こども政策部

病院班 こども支援班

市民課①／保険年金課 市民課②／人権推進課
生活環境課／環境未来都市推進

課
地域共生社会推進課／生活支援課／障

がい福祉課／高齢福祉課 介護保険課／健康医療政策課 信楽中央病院
子育て政策課/子育て支援課/家
庭児童相談課/発達支援課/保育

幼稚園課
農業振興課／林業振興課

商工労政課／観光企画推進課
／農業委員会事務局

建設管理課／建設事業課／
交通政策課

住宅建築課／都市計画課／都市
基盤整備課

甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎

○連絡体制の準備【 市民課・ 保
険年金課】

○連絡体制の準備【 林業振興
課・ 農業振興課】

○災害情報（ 気象情報） の収集
【 建設管理課・ 建設事業課】
○連絡体制の準備【 建設管理
課・ 建設事業課・ 交通政策課】

○避難所対応に関するこ と 【 保
険年金課】
○市内避難所の総括に関するこ
と 【 保険年金課】

○連絡体制の準備
〇避難者の健康相談に関するこ
と

○連絡体制の準備
〇避難者の健康相談に関するこ
と

○連絡体制の準備【 子育て政策
課・ 子育て支援課・ 家庭児童相
談課・ 発達支援課・ 保育幼稚園
課】

○連絡体制の準備【 市民課・ 人
権推進課】

○連絡体制の準備 ○高齢者、 障がい者等への救護
に関するこ と （ 救護班と の調
整、 協力） 【 高齢福祉課・ 障が
い福祉課・ 生活支援課】
○避難行動要支援者名簿登録者
の確認に関するこ と 【 高齢福祉
課・ 障がい福祉課・ 地域共生社
会推進課】

〇高齢者、 障がい者への救護に
関するこ と （ 福祉救援班と の調
整、 協力） 【 介護保険課・ 健康
医療政策課】

○連絡体制の準備【 信楽中央病
院】
○救急医療に関するこ と 【 信楽
中央病院】

○避難所対策班と の協力・ 連携
に関するこ と 【 保育幼稚園課】
○要配慮者（ 児童等） への救護
に関するこ と （ 救護班と の調
整、 協力） 【 家庭児童相談課】

○農林水産関係被害状況調査に
関するこ と 【 林業振興課・ 農業
振興課】
○道路河川対応班及び上下水道
部との連携に関すること 【 林業
振興課・ 農業振興課課】

○連絡体制の準備【 商工労政
課・ 観光企画推進課・ 農業委員
会事務局】

○道路、 河川等関係の被害状況
調査に関するこ と 【 建設管理
課・ 建設事業課】
○通行不能箇所の調査及び対策
に関するこ と （ 警察と の連携）
【 建設管理課】

○連絡体制の準備【 都市計画
課・ 都市基盤整備課・ 住宅建築
課】

●国民健康保険被保険者の資格
に関すること 【 保険年金課】
●後期高齢者医療被保険者の資
格に関するこ と 【 保険年金課】
●福祉医療に関するこ と 【 保険
年金課】

●印鑑の登録に関するこ と 【 市
民課】
●埋火葬の許可及び火葬場の使
用予約に関すること 【 市民課】
●住民基本台帳に関すること
【 市民課】
●住民基本台帳ネッ ト ワークシ
ステム及び公的個人認証に関す
るこ と 【 市民課】

●し尿汲取り に関すること 【 生
活環境課】
●墓地に関するこ と 【 生活環境
課】
●火葬場の管理運営に関するこ
と 【 生活環境課】
●一般廃棄物の収集及び処理計
画に関するこ と 【 生活環境課】
●衛生センターに関するこ と
【 生活環境課】

●避難行動要支援者に関するこ
と 【 地域共生社会推進課】
●福祉避難所に関するこ と 【 地
域共生社会推進課】
●障害を理由と する差別の解消
及び障害者虐待（ 防止） に関す
ること 【 障がい福祉課】
●高齢者生活支援事業に関する
こ と 【 高齢福祉課】
●高齢者虐待（ 防止） に関する
こ と 【 高齢福祉課】

○救急機関（ 消防署含む） と の
連絡調整に関すること 【 健康医
療政策課】
●保健センターの運営及び事業
実施並びに管理に関するこ と
【 健康医療政策課】
●保健師の統括に関するこ と
【 健康医療政策課】
●医療機関と の連絡調整に関す
るこ と 【 健康医療政策課】
●診療所の管理運営に関するこ
と 【 健康医療政策課】
●防疫及び感染症予防に関する
こと 【 健康医療政策課】

●公印の保管に関するこ と ●児童虐待に関するこ と 【 家庭
児童相談課】
●ド メ スティ ッ ク ・ バイオレン
スに関するこ と 【 家庭児童相談
課】

○所轄避難施設の対応に関する
こ と 【 林業振興課・ 農業振興
課】
●農地及び農業用施設災害復旧
事業に関するこ と 【 農業振興
課】

○避難生活・ 食料物資の調達、
配給に関するこ と (総括） 【 商
工労政課・ 観光企画推進課・ 農
業委員会事務局】
●公印に関するこ と 【 農業委員
会事務局】

○所轄避難施設の対応に関する
こ と 【 都市計画課・ 都市基盤整
備課・ 住宅建築課】

○避難所内における物資供給等
に関すること 【 市民課】
○帰宅困難者の対応に関するこ
と 【 市民課】
○被災者等災害相談に関するこ
と 【 市民課】

○市民環境部内の調整に関する
こ と 【 市民課】
○所管施設の災害復旧に関する
こ と 【 人権推進課】
○災害ボランティ アの応援受
付、 対応に関するこ と 【 市民
課】

〇所管施設の災害復旧に関する
こ と 【 生活環境課】
〇生活環境の汚染拡大防止に関
すること 【 生活環境課】
○し尿処理に関するこ と
○遺体の安置に関すること
○災害廃棄物の処理に関するこ
と
○廃棄物処理の協力応援体制に
関するこ と
○身元不明者等の埋葬・ 火葬に
関するこ と

○健康福祉部内の調整に関するこ
と 【 地域共生社会推進課】
○所管施設の災害復旧に関するこ
と 【 地域共生社会推進課・ 高齢福
祉課・ 障がい福祉課】
○災害ボランティ ア（ 福祉関係）
の調整に関するこ と 【 地域共生社
会推進課】
○福祉避難所に関すること 【 地域
共生社会推進課・ 高齢福祉課・ 障
がい福祉課】
○日赤奉仕団と の調整に関するこ
と 【 地域共生社会推進課】
○行方不明者等の捜索、 収容に関
すること 【 生活支援課】
○社会福祉協議会との連絡調整に
関すること 【 地域共生社会推進
課】
〇要配慮者の救援状況の確認、 情
報収集【 生活支援課・ 障がい福祉
課・ 高齢福祉課】
○被災者及び支援者への支援に関
すること 【 地域共生社会推進課】
〇被災見舞金及び災害弔慰金の支
給に関するこ と 【 地域共生社会推
進課】
○災害援護資金の貸付に関するこ
と 【 地域共生社会推進課】

○医療機関及び保健所と の連絡
調整に関するこ と 【 健康医療政
策課】
○所管施設の災害復旧に関する
こと 【 介護保険課・ 健康医療政
策課】
○医療災害ボランティ アに関す
るこ と 【 健康医療政策課】
〇感染症予防対策に関すること
【 健康医療政策課】
○医療救護及び救護所の設置運
営に関するこ と 【 健康医療政策
課】
○医療機材、 医療品等の需給調
整及び救護に係る医療資源の受
領、 保管及び配分に関すること
【 健康医療政策課】

○病院施設の被害調査に関する
こ と 【 信楽中央病院】
○病院施設の災害復旧に関する
こ と 【 信楽中央病院】

○所管施設の災害復旧に関する
こ と 【 子育て政策課・ 子育て支
援課・ 発達支援課・ 保育幼稚園
課】
〇要配慮者（ 児童等） の救援状
況の確認、 情報収集【 家庭児童
相談課】

○農林水産施設(直轄管理農林
道)の災害情報収集及び安全確
保に関すること 【 林業振興課・
農業振興課】
〇農地崩壊に関すること 【 農業
振興課】
○農林水産施設の災害復旧に関
するこ と 【 林業振興課・ 農業振
興課】
○林地崩壊に関すること 【 林業
振興課】

○産業経済部内の調整に関する
こと 【 商工労政課】
○所管施設の災害復旧に関する
こと 【 商工労政課・ 観光企画推
進課・ 農業委員会事務局】
○避難世帯への生活・ 食料物資
の調達、 配給に関するこ と 【 商
工労政課・ 観光企画推進課・ 農
業委員会事務局】
○日赤奉仕団、 給食センターと
の食料調整に関するこ と 【 商工
労政課・ 観光企画推進課】
○義援品（ 医療品、 医療機材、
建築資材等の特定品を除く 。 ）
受け入れに関すること 【 商工労
政課】

○建設部内の調整に関するこ と
【 建設事業課】
○緊急輸送道路確保に関するこ
と 【 建設管理課】
○建設業者等への応援依頼等、
連絡調整に関するこ と 【 建設事
業課】
○緊急建設資材等の調達に関す
るこ と 【 建設事業課】
○道路、 河川等関係の災害復旧
に関するこ と 【 建設事業課・ 建
設管理課】
○土石流、 地すべり 崩壊、 急傾
斜地対策対応に関するこ と 【 建
設管理課・ 建設事業課】
○信楽高原鐵道施設の機能確保
及び公共交通機関の利活用に関
するこ と 【 交通政策課】

○所管施設の被害調査に関する
こ と 【 都市計画課・ 都市基盤整
備課・ 住宅建築課】
○所管施設の災害復旧に関する
こ と 【 都市計画課・ 都市基盤整
備課・ 住宅建築課】
○被害住宅相談及び診断に関す
るこ と 【 住宅建築課】
○宅地崩壊対策に関するこ と
【 都市計画課・ 都市基盤整備
課】

●中長期在留者及び特別永住者
の住居地届出等に関すること
●戸籍、 除籍、 原戸籍及び附票
に関するこ と

●予防接種に関するこ と 【 健康
医療政策課】
●自治体病院の支援及び連携に
関するこ と 【 健康医療政策課】

●病院財産の管理に関するこ と
●診療収入の調定及び請求に関
するこ と
●診療録の保存に関すること

●乳幼児教育・ 保育に関するこ
と 【 保育幼稚園課】
●教育・ 保育施設内の安全、 保
健及び衛生に関するこ と 【 保育
幼稚園課】

●農業団体と の連絡調整に関す
ること 【 農業振興課】
●林業関係団体と の連絡調整に
関するこ と 【 林業振興課】
●林道台帳及び林地台帳の整備
保管に関するこ と 【 林業振興
課】

●部の連絡調整及び部長に関す
るこ と 【 商工労政課】

●診療報酬及び保険給付に関す
るこ と 【 保険年金課】
●国民年金保険料の免除申請に
関するこ と 【 保険年金課】
●在日外国人福祉給付金の支給
に関すること 【 保険年金課】
●後期高齢者医療の給付に関す
るこ と 【 保険年金課】

●住民基本台帳に係る総合窓口
に関するこ と 【 市民課】
●中長期在留者及び特別永住者
の住居地届出等に係る総合窓口
に関するこ と 【 市民課】
●戸籍に係る総合窓口に関する
こ と 【 市民課】
●個人番号カード の普及啓発に
関すること 【 市民課】
●戸籍に係る届出に関するこ と
【 市民課】

●医療機械及び器具並びに分置
薬品の請求及び保管に関するこ
と
●診断書その他診療上の証明に
関すること
●入院、 外来患者の診療記録の
整備及び保管に関するこ と
●検査の記録、 データー等の管
理に関するこ と

●母子保健に関するこ と 【 子育
て政策課】
●こども家庭センター（ 母子保
健機能） に関するこ と 【 子育て
政策課】
●寡婦福祉に関するこ と 【 子育
て支援課】
●園の給食等に関すること 【 保
育幼稚園課】

●商工業関係団体との連絡調整
に関すること 【 商工労政課】

●公園及び緑地帯の維持管理等
に関するこ と 【 建設管理課】

道路河川対応班 住宅対応班福祉救援班 救護班 農林対応班 物資調達配給班

市民環境部 健康福祉部 産業経済部／農業委員会事務局 建設部／都市政策部

避難所対策班 市民生活班 環境班

【留意事項】

※職員の不足及び過多については、まず部内での調整を行い、それでも不足 ※左記の時間軸と体制配備の設置時間は必ずしも一致しない。

する時は、職員班により人員の把握及び調整を行う。 ※災害警戒本部体制以上は、出動伝達を待たず、自主参集とする。

※地震時の業務は被害の状況により異なるため、被害の大きい場合には、 ※施設職員は所属長より指示のあった場合に参集する。

災害対策本部体制を設置し、業務を実施する。 ※小康状態が見込まれる場合は、所属長は職員に休憩を指示する。

※1つの課が2つの班に人員を配備する場合は、半数ずつ配備する。 ※囲み(□)の内容は、重要な他機関との連携及び人員の連携に関するもの。

※原則、課長以下の職員の継続配備は13時間を最大としする交替制とする。 （所属長の判断により夜間等の職員数を少なくする等して職員を確保する。）

【留意事項】

※職員の不足及び過多については、まず部内での調整を行い、それでも不足 ※左記の時間軸と体制配備の設置時間は必ずしも一致しない。

する時は、職員班により人員の把握及び調整を行う。 ※災害警戒本部体制以上は、出動伝達を待たず、自主参集とする。

※地震時の業務は被害の状況により異なるため、被害の大きい場合には、 ※施設職員は所属長より指示のあった場合に参集する。

災害対策本部体制を設置し、業務を実施する。 ※小康状態が見込まれる場合は、所属長は職員に休憩を指示する。

※1つの課が2つの班に人員を配備する場合は、半数ずつ配備する。 ※囲み(□)の内容は、重要な他機関との連携及び人員の連携に関する

※原則、課長以下の職員の継続配備は13時間を最大としする交替制とする。 （所属長の判断により夜間等の職員数を少なくする等して職員を確保する。）
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時間

う
ち
優
先
度

【

高
】

う
ち
優
先
度

【

低
】

○： 災害対策業務
●： 優先継続業務

そ
の
他
の
優
先
継
続
業
務

３ 時間以内業務
2 4 時間以内業務
7 2 時間以内業務

完了時間(災害発生後)

参集先

平常組織（ 課単位）

【 風水害】
部局（ 平常及び災害時）

災害対策本部

7 2時間

2 4時間

３ 時間

災
害
発
生
前

上水道課／上下水道総務課① 下水道課／上下水道総務課② 教育総務課／学校教育課
社会教育課／文化スポーツ課／

歴史文化財課

教育総務課
各学校給食センター

※所属長の指示により 参集

甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 各学校給食センター

○連絡体制の準備【 上水道課・
上下水道総務課】

○連絡体制の準備【 下水道課・
上下水道総務課】

○災害情報（ 気象情報） の収集
【 教育総務課・ 学校教育課】
○連絡体制の準備【 教育総務
課・ 学校教育課】
〇避難所開設に伴う 情報収集
【 教育総務課】

○水道施設の被害調査に関する
こと 【 上水道課】

○学校施設の被害調査に関する
こ と 【 教育総務課】
○教育関係施設の避難所に関す
るこ と 【 教育総務課】
○教育委員会部内の調整に関す
るこ と 【 教育総務課】
○避難所対策班と の協力・ 連携
に関するこ と 【 教育総務課・ 学
校教育課】

○連絡体制の準備【 社会教育
課・ 文化スポーツ課・ 歴史文化
財課】
○所管施設の被害調査に関する
こ と 【 社会教育課・ 文化スポー
ツ課・ 歴史文化財課】
○避難所対策班と の協力・ 連携
に関するこ と 【 社会教育課・ 文
化スポーツ課・ 歴史文化財課】

●水道施設の維持管理に関する
こと 【 上水道課】
●公印の管理に関するこ と 【 上
下水道総務課】

●下水道に係る終末処理場、 管
路及び中継ポンプ施設の維持管
理に関するこ と 【 下水道課】
●公印の管理に関するこ と 【 上
下水道総務課】

●公印の管理に関すること 【 教
育総務課】

○上下水道部内の調整に関する
こと 【 上水道課】
○飲料水の市民への供給に関す
るこ と 【 上水道課】
○緊急配水資材等の調達に関す
るこ と 【 上水道課】
○水道施設の災害復旧に関する
こと 【 上水道課】
○他の地方公共団体等からの応
援受付及び応援要請に関するこ
と 【 上水道課】
○緊急事業による配給水の広報
に関すること 【 上水道課】
○上水道に係る相談に関するこ
と 【 上水道課】

○下水道施設の被害調査に関す
るこ と 【 下水道課】
○下水道施設の災害復旧に関す
るこ と 【 下水道課】
○下水道に係る相談に関するこ
と 【 下水道課】

○学校施設の災害復旧に関する
こ と 【 教育総務課】
○教育関係義援金の受領、 保管
及び配分に関するこ と 【 教育総
務課】

○所管施設の災害復旧に関する
こ と 【 社会教育課・ 文化スポー
ツ課・ 歴史文化財課】
○関係施設の避難所に関するこ
と 【 社会教育課・ 文化スポーツ
課・ 歴史文化財課】

○学校給食センターの管理運営
に関すること
○他の給食センターと の連絡調
整に関するこ と
○物資調達配給班との調整に関
するこ と
○食料支援に関するこ と

●水道開閉栓に関するこ と 【 上
下水道総務課】
●水質の保全・ 検査に関するこ
と 【 上水道課】

●下水道使用開始及び休止に関
するこ と 【 上下水道総務課】

●学校の安全、 保健衛生及び環
境衛生に関するこ と 【 学校教育
課】

●宅内排水設備及び水洗化に関
するこ と 【 下水道課】

●特別支援教育関係機関と の連
絡調整に関するこ と 【 学校教育
課】

●歴史民俗資料館等の管理運営
に関するこ と 【 歴史文化財課】
●紫香楽宮跡関連遺跡群調査事
務所（ 以下「 調査事務所」 と い
う 。 ） の管理運営に関するこ と
【 歴史文化財課】

学校教育班 社会施設班 食料支援班上水道班 下水道班

教育委員会事務局上下水道部

左記の時間軸と体制配備の設置時間は必ずしも一致しない。

災害警戒本部体制以上は、出動伝達を待たず、自主参集とする。

施設職員は所属長より指示のあった場合に参集する。

小康状態が見込まれる場合は、所属長は職員に休憩を指示する。

の内容は、重要な他機関との連携及び人員の連携に関するもの。

（所属長の判断により夜間等の職員数を少なくする等して職員を確保する。）

Ａ -9

4



－ 議会事務局／監査委員事務局 危機管理課 秘書課／シティ プロモーショ
ン推進課

企画調整課／行政改革課／情
報政策課

市民活動推進課／
各地域市民センター

総務課 人事課 財政課／管財課／契約検査課 税務課 会計課 市民課①／保険年金課 市民課②／人権推進課 生活環境課／環境未来都市推
進課

－ 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎
甲賀市役所庁舎／各地域市民

センター
甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎

配備基準 配備内容 備考

・ 南海ト ラフ地震臨時情報（ 巨
大地震注意） が発表されたと き

・ 災害情報の収集
（ 被害状況の把握）
・ 情報発信（ 報道、 市民）
・ 次長級職員により 情報共有会
議を実施

準備体制中に、 配備を強化する
必要が生じた場合は、 第１ 号体
制に移行する。

○準備体制設置
○災害情報（ 気象情報） の収
集及び被害状況の確認
○県等公共機関への被害状況
報告に関するこ と

・ 震度４ の地震が発生したと き
・ 南海ト ラフ地震臨時情報（ 巨
大地震警戒） が発表されたと き

・ 災害情報の収集
（ 被害状況の把握）

第１ 号体制中に、 配備を強化す
る必要が生じた場合は、 第２ 号
体制に移行する。

○第一号体制設置
○全職員に配備体制（ 地震）
を連絡する （ 第一号体制以
上）
○災害情報（ 気象情報） の収
集及び被害状況の確認
○県等公共機関への被害状況
報告に関するこ と
○消防団（ 水防団） に関する
こ と

○報道機関に対する情報提
供、 連絡調整に関すること
【 シティ プロモーショ ン推進
課】
○市民に対する情報周知に関
するこ と 【 シティ プロモー
ショ ン推進課】

○災害情報の収集及び被害状
況の確認【 企画調整課・ 行政
改革課・ 情報政策課】

○災害情報の収集及び被害状
況の確認

○避難所対応に関すること
【 市民課・ 保険年金課】
○市内避難所の総括に関する
こ と 【 保険年金課】

○所管施設の災害情報の収集
及び被害状況の確認【 人権推
進課】

〇所管施設の災害情報の収集
及び被害状況の確認【 生活環
境課】

〇生活環境の汚染拡大防止に
関するこ と 【 生活環境課】

・ 災害情報の収集
（ 被害状況の把握）
・ 情報発信（ 報道、 市民） の開
始

第２ 号体制中に、 配備を強化す
る必要が生じた場合は、 災害警
戒本部体制に移行する。

○第二号体制設置
○県、 警察、 消防署等の防災
関係機関と の連絡調整に関す
るこ と
○災害警戒本部設置準備
○災害警戒本部会議に関する
こ と

○災害にかかる広報に関する
こ と 【 シティ プロモーショ ン
推進課】

○被害状況の情報収集及び取
り まと めに関するこ と 【 企画
調整課・ 行政改革課・ 情報政
策課】
○災害にかかる広聴に関する
こ と 【 企画調整課】

○避難誘導の連絡調整に関す
るこ と
○市民と の連絡調整に関する
こ と

○災害に従事する職員の動員
に関するこ と 【 人事課】

○所管施設の災害情報の収集
及び被害状況の確認【 管財
課、 契約検査課】
○広報用車両及び災害時対応
用車両の確保及び配車に関す
るこ と 【 管財課、 契約検査
課】

○災害情報の収集及び被害状
況の確認【 税務課】

・ 震度５ 弱の地震が発生したと
き

・ 災害情報の収集
（ 被害状況の把握）
・ 情報発信（ 報道、 市民）
・ 災害警戒本部体制の設置

災害警戒本部体制以上について
は、 出動伝達を待たず、 体制に
応じて自主参集と する。

初動
緊急
特別
体制

・ 災害対策本部体制の設置準備
・ 発災直後の活動
（ 情報収集、 職員参集等）

初動緊急特別体制は職員が参集
次第、 災害対策本部体制に移行
する。

○初動緊急特別体
制設置【 市長又は
最高指揮者】

○本部設置場所の確保と 本部
の設置

○地震情報、 被害情報の収集
○本庁舎及び各施設の被害状
況の把握
○避難所の開設判断及び指示
○避難指示の判断及び指示
○災害対策の総括に関するこ
と

○市民や報道機関に対する情
報提供【 シティ プロモーショ
ン推進課】

○甲賀市役所庁舎及び各施設
の通信機能の確認と 回線の確
保【 企画調整課・ 行政改革
課・ 情報政策課】
○地震情報、 被害情報の収集
【 企画調整課・ 行政改革課・
情報政策課】

○各地域市民センターの被害
状況の把握及び本部への報告
○危険箇所には立ち入り 禁止
措置を行う
○各地域市民センターの通信
機能の確認と回線の確保

○職員の参集状況の把握と 参
集職員への配備要請【 人事
課】

○本庁舎の被害状況の把握及
び本部への報告【 財政課・ 管
財課・ 契約検査課】

○危険箇所には立ち入り 禁止
措置を行う 【 税務課】

○避難所の開設に関するこ と
（ 避難所の被害状況の確認及
び避難所開設） 【 市民課・ 保
険年金課】

○ライフライン機能の確認と
関係機関への連絡調整

災害
対策
本部
体制

・ 災害情報の収集
（ 被害状況の把握）
・ 情報発信（ 報道、 市民）
・ 災害対策本部体制での応急復旧
・ 関係機関と の連絡調整
・ 他市町、 その他関係機関への応援
要請

○災害対策本部設
置【 市長】

○災害対策本部の設置に関するこ
と
○災害対策本部会議に関すること

○災害時多言語情報センター
に関するこ と

う
ち
優
先
度
【

高
】

●国民保護に関するこ と ●部の連絡調整及び部長に関
すること 【 企画調整課】

●地域コミ ュニティ の支援に
関するこ と 【 市民活動推進
課】

●文書の保存及び庁内の文書
管理に関するこ と
●部の連絡調整及び部長に関
するこ と
●情報公開に関するこ と
●個人情報保護に関するこ と

●職員の衛生管理及び安全衛
生に関するこ と
●職員（ 非常勤を含む。 ） の
公務災害補償に関すること

●市税等の収納に関するこ と ●中長期在留者及び特別永住
者の住居地届出等に関するこ
と
●戸籍、 除籍、 原戸籍及び附
票に関するこ と

う
ち
優
先
度
【

低
】

●住民票の謄抄本、 戸籍の全
部事項証明及び個人事項証
明、 印鑑証明、 税証明、 その
他証明書等の交付に関するこ
と 【 各地域市民センター】
●戸籍及び住民基本台帳に係
る諸届け及び申請の受付に関
するこ と 【 各地域市民セン
ター】
●外国人登録に係る諸届け及
び申請の受付に関するこ と
【 各地域市民センター】
●市税に係る台帳の閲覧、 相
談及び受付に関するこ と 【 各
地域市民センター】

●職員の勤務条件に関するこ
と
●職員の給与に関すること
●職員の共済、 福利及び厚生
に関するこ と

●予算の編成及び執行管理に
関するこ と 【 財政課】
●支出負担行為の審査に関す
るこ と 【 財政課】
●市有物件災害共済に関する
こ と 【 管財課】
●施設の環境整備に関するこ
と 【 管財課】
●施設の維持修繕に関するこ
と 【 管財課】

●市税関係証明書（ 納税証明
書を除く 。 ） の交付に関する
こ と
●納税証明書の交付に関する
こ と

●支出負担行為の確認に関す
るこ と
●支出命令書、 公金振替命令
書等の審査に関するこ と

●診療報酬及び保険給付に関
するこ と 【 保険年金課】
●国民年金保険料の免除申請
に関するこ と 【 保険年金課】
●在日外国人福祉給付金の支
給に関するこ と 【 保険年金
課】
●後期高齢者医療の給付に関
するこ と 【 保険年金課】

●住民基本台帳に係る総合窓
口に関するこ と 【 市民課】
●中長期在留者及び特別永住
者の住居地届出等に係る総合
窓口に関するこ と 【 市民課】
●戸籍に係る総合窓口に関す
るこ と 【 市民課】
●個人番号カード の普及啓発
に関するこ と 【 市民課】
●戸籍に係る届出に関するこ
と 【 市民課】

○： 災害対策業務
●： 優先継続業務

○市議会等の連絡調整に関す
るこ と 【 議会事務局】
○他班への応援に関するこ と
【 議会事務局・ 監査委員事務
局】
●公印の管理に関するこ と
【 議会事務局・ 監査委員事務
局】

警
戒
体
制

渉外広報班

平常組織（ 課単位）

総合政策部市長公室

参集先

体制

総括班

7 2時間以内業務

完了時間(災害発生後)
３ 時間以内業務
2 4時間以内業務

●庁舎内の維持及び管理に関
すること 【 管財課】
●市有自動車の運行及び管理
に関するこ と 【 管財課】
●物品の調達に関するこ と
【 管財課】
○災害関係の予算に関するこ
と 【 財政課】
○市有財産（ 行政財産を除
く 。 ） の管理に関するこ と
【 管財課、 契約検査課】
○物資調達配給班と の調整に
関するこ と

○建物被害状況調査に関する
こ と 【 税務課】
○災害減免及び猶予に関する
こ と 【 税務課】
○り 災証明の発行に関するこ
と 【 税務課】

○災害時に必要な物品の出納
に関するこ と
○義援金の受け入れ、 保管に
関するこ と
●現金、 有価証券の出納保管
に関するこ と
●現金の記録管理に関するこ
と
○災害関係経費の支出に関す
るこ と

○避難所内における物資供給
等に関するこ と 【 市民課】
○帰宅困難者の対応に関する
こ と 【 市民課】
○被災者等災害相談に関する
こ と 【 市民課】
●国民健康保険被保険者の資
格に関するこ と 【 保険年金
課】
●後期高齢者医療被保険者の
資格に関するこ と 【 保険年金
課】
●福祉医療に関するこ と 【 保
険年金課】

【 地震】
部局（ 平常及び災害時） 三役 議会事務局／監査委員事務局 総務部／会計管理組織

災害対策本部 本部 議会班
市民外国人支援班・ 調査応急

対策班
文書班 職員班 財政班 被害調査班 環境班

市民環境部

情報収集班

○市民環境部内の調整に関す
るこ と 【 市民課】
○所管施設の災害復旧に関す
るこ と 【 人権推進課】
○災害ボランティ アの応援受
付、 対応に関するこ と 【 市民
課】
●印鑑の登録に関するこ と
【 市民課】
●埋火葬の許可及び火葬場の
使用予約に関するこ と 【 市民
課】
●住民基本台帳に関するこ と
【 市民課】
●住民基本台帳ネッ ト ワーク
システム及び公的個人認証に
関するこ と 【 市民課】

○し尿処理に関するこ と
○遺体の安置に関するこ と
●し尿汲取り に関するこ と
【 生活環境課】
○災害廃棄物の処理に関する
こ と
○廃棄物処理の協力応援体制
に関すること
○身元不明者等の埋葬・ 火葬
に関すること
●墓地に関するこ と 【 生活環
境課】
●火葬場の管理運営に関する
こ と 【 生活環境課】
●一般廃棄物の収集及び処理
計画に関するこ と 【 生活環境
課】
●衛生センターに関するこ と
【 生活環境課】

○総合政策部内の調整に関す
るこ と 【 企画調整課】
○甲賀市役所庁舎及び各施設
の通信機能の確認と 回線の確
保
●情報セキュリ ティ に関する
こ と 【 情報政策課】
●地域情報基盤の管理及び運
営に関するこ と 【 情報政策
課】
●業務システムの運用管理に
関するこ と 【 情報政策課】

○道路、 河川、 下水道、 水道
等の被害の連絡調整に関する
こ と
○所管施設の災害復旧に関す
るこ と
●市税、 使用料、 手数料、 そ
の他歳入金の収納に関するこ
と 【 各地域市民センター】
○被災者窓口に関するこ と
●自治振興会、 区及び自治会
の支援及び連携に関するこ と
【 市民活動推進課】
●印鑑の登録に関するこ と
【 各地域市民センター】
●埋火葬許可書の発行及び火
葬場の使用予約に関するこ と
【 各地域市民センター】
○会計班と の調整に関するこ
と
〇外国人通訳（ 相談） に関す
るこ と 【 市民活動推進課】
●住民基本台帳カード 及び公
的個人認証に関するこ と 【 各
地域市民センター】
●後期高齢者医療制度に係る
諸届け及び申請の受付、 保険
料に係る相談、 並びに被保険
者証等の交付に関するこ と
【 各地域市民センター】

○総務部内の調整に関するこ
と 【 総務課】
○災害関係文書、 物品の収受
配分及び発送に関するこ と
【 総務課】
●文書の収受、 審査及び送達
に関するこ と 【 総務課】
●公印の管理に関するこ と
【 総務課】

○地域派遣職員等災害に従事
する職員の動員に関するこ と
【 人事課】

○人員に係る調整に関するこ
と 【 人事課】

会計班 避難所対策班

第２ 号体制

災
害
警
戒
本
部
体
制

○災害警戒本部設
置【 副市長】

準備体制

そ
の
他
の
優
先
継
続
業
務

開庁時

閉庁時

・ 震度５ 強以上の地震が発生したと き又
は、 大規模な地震が発生し市長が必要と
認めたと き

○災害警戒本部の設置に関す
るこ と
●消防及び水防に関するこ と
●防災及び災害対策本部に関
するこ と
●緊急情報伝達システムの管
理に関するこ と
●緊急時対応に関するこ と
○災害対策の総括に関するこ
と
○電気、 ガス、 通信機関の情
報に関するこ と
○ライフライン情報に関する
こ と
○危険物施設の災害に関する
こ と (消防本部)
○自衛隊の応援要請に関する
こ と
○他の地方公共団体等からの
応援受付及び応援要請に関す
るこ と

○災害の記録、 撮影に関する
こ と 【 シティ プロモーショ ン
推進課】
○所管施設の被害調査・ 応急
手当に関するこ と 【 シティ プ
ロモーショ ン推進課】
●市長及び副市長の秘書に関
するこ と 【 秘書課】
●市ホームページ及びＳ ＮＳ
に関するこ と 【 シティ プロ
モーショ ン推進課】
●報道機関と の連絡調整に関
するこ と 【 シティ プロモー
ショ ン推進課】
○被災地の各種陳情及び慰
問、 見舞に関するこ と 【 秘書
課】

第１ 号体制

市民生活班

①地震時の業務は被害の状況により 異なるため、 被害の大きい場合には、 災害対策本部体制を設置し 、 業務を実施する。

②地震時の対応は当該配備体制の従前の業務についても確認し 、 実行する。

①地震時の業務は被害の状況により 異なるため、 被害の大きい場合には、

②地震時の対応は当該配備体制の従前の業務
①地震時の業務は被害の状況により 異なるため、 被害の大きい場合には、 災害対策本部体制を設置し 、 業務を実施する。

②地震時の対応は当該配備体制の従前の業務についても確認し 、 実行する。

【留意事項】

※左記の時間軸と体制配備の設置時間は必ずしも一致しない。 ※施設職員は所属長より指示のあった場合に参集する。

※小康状態が見込まれる場合は、所属長は職員に休憩を指示する。 ※職員の不足及び過多については、まず部内での調整を行い、それでも不足

※囲み(□)の内容は、重要な他機関との連携及び人員の連携に関することである。 する時は、職員班により人員の把握及び調整を行う。

※原則、課長以下の職員の継続配備は13時間を最大とし、それ以降は交替制とする。

【留意事項】

※左記の時間軸と体制配備の設置時間は必ずしも一致しない。 ※施設職員は所属長より指示のあった場

※小康状態が見込まれる場合は、所属長は職員に休憩を指示する。 ※職員の不足及び過多については、まず

※囲み(□)の内容は、重要な他機関との連携及び人員の連携に関することである。 する時は、職員班により人員の把握及

※原則、課長以下の職員の継続配備は13時間を最大とし、それ以降は交替制とする。

Ａ -3
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配備基準 配備内容 備考

・ 南海ト ラフ地震臨時情報（ 巨
大地震注意） が発表されたと き

・ 災害情報の収集
（ 被害状況の把握）
・ 情報発信（ 報道、 市民）
・ 次長級職員により 情報共有会
議を実施

準備体制中に、 配備を強化する
必要が生じた場合は、 第１ 号体
制に移行する。

・ 震度４ の地震が発生したと き
・ 南海ト ラフ地震臨時情報（ 巨
大地震警戒） が発表されたと き

・ 災害情報の収集
（ 被害状況の把握）

第１ 号体制中に、 配備を強化す
る必要が生じた場合は、 第２ 号
体制に移行する。

・ 災害情報の収集
（ 被害状況の把握）
・ 情報発信（ 報道、 市民） の開
始

第２ 号体制中に、 配備を強化す
る必要が生じた場合は、 災害警
戒本部体制に移行する。

・ 震度５ 弱の地震が発生したと
き

・ 災害情報の収集
（ 被害状況の把握）
・ 情報発信（ 報道、 市民）
・ 災害警戒本部体制の設置

災害警戒本部体制以上について
は、 出動伝達を待たず、 体制に
応じて自主参集と する。

初動
緊急
特別
体制

・ 災害対策本部体制の設置準備
・ 発災直後の活動
（ 情報収集、 職員参集等）

初動緊急特別体制は職員が参集
次第、 災害対策本部体制に移行
する。

災害
対策
本部
体制

・ 災害情報の収集
（ 被害状況の把握）
・ 情報発信（ 報道、 市民）
・ 災害対策本部体制での応急復旧
・ 関係機関と の連絡調整
・ 他市町、 その他関係機関への応援
要請

う
ち
優
先
度
【

高
】

う
ち
優
先
度
【

低
】

○： 災害対策業務
●： 優先継続業務

警
戒
体
制

平常組織（ 課単位）

参集先

体制

7 2時間以内業務

完了時間(災害発生後)
３ 時間以内業務
2 4時間以内業務

【 地震】
部局（ 平常及び災害時）

災害対策本部

第２ 号体制

災
害
警
戒
本
部
体
制

準備体制

そ
の
他
の
優
先
継
続
業
務

開庁時

閉庁時

・ 震度５ 強以上の地震が発生したと き又
は、 大規模な地震が発生し市長が必要と
認めたと き

第１ 号体制

こども政策部

病院班 こども支援班

地域共生社会推進課／生活支援課／障
がい福祉課／高齢福祉課

介護保険課／健康医療政策課 信楽中央病院
子育て政策課/子育て支援課/
家庭児童相談課/発達支援課/

保育幼稚園課
農業振興課／林業振興課

商工労政課／観光企画推進課
／農業委員会事務局

建設管理課／建設事業課／
交通政策課

住宅建築課／都市計画課／都
市基盤整備課

上水道課／上下水道総務課① 下水道課／上下水道総務課② 教育総務課／学校教育課
社会教育課／文化スポーツ課

／歴史文化財課

教育総務課
各学校給食センター

※所属長の指示により 参集

甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 甲賀市役所庁舎 各学校給食センター

○所管施設の災害情報の収集
及び被害状況の確認【 地域共
生社会推進課・ 生活支援課・
高齢福祉課・ 障がい福祉課・
家庭児童相談室】

○所管施設の災害情報の収集
及び被害状況の確認【 介護保
険課・ 健康医療政策課】

○所管施設の災害情報の収集
及び被害状況の確認【 子育て
政策課・ 子育て支援課・ 家庭
児童相談課・ 発達支援課・ 保
育幼稚園課】

○所管施設の災害情報の収集
及び被害状況の確認【 林業振
興課・ 農業振興課】
○農林水産関係被害状況調査
に関するこ と 【 林業振興課・
農業振興課】
○道路河川対応班及び上下水
道部と の連携に関するこ と
【 林業振興課・ 農業振興課】

○所管施設の災害情報の収集
及び被害状況の確認【 建設管
理課・ 建設事業課・ 交通政策
課】
○道路、 河川等関係の被害状
況調査に関するこ と 【 建設管
理課・ 建設事業課】
○通行不能箇所の調査及び対
策に関するこ と （ 警察と の連
携） 【 建設管理課】

○所管施設の災害情報の収集
及び被害状況の確認【 上水道
課・ 上下水道総務課】

○所管施設の災害情報の収集
及び被害状況の確認【 下水道
課・ 上下水道総務課】

○所管施設の災害情報の収集
及び被害状況の確認【 教育総
務課・ 学校教育課】
○学校施設等の被害調査に関
するこ と 【 教育総務課】
○教育関係施設の避難所に関
するこ と 【 教育総務課】
○教育委員会部内の調整に関
するこ と 【 教育総務課】
○避難所対策班と の協力・ 連
携に関するこ と 【 教育総務
課・ 学校教育課】

○高齢者、 障がい者等への救
護に関するこ と （ 救護班と の
調整、 協力） 【 高齢福祉課・
障がい福祉課・ 生活支援課】
○避難行動要支援者名簿登録
者の確認に関するこ と 【 高齢
福祉課・ 障がい福祉課・ 地域
共生社会推進課】

○救急機関（ 消防署含む） と
の連絡調整に関すること 【 健
康医療政策課】
〇高齢者、 障がい者等への救
護に関するこ と （ 福祉救援班
と の調整、 協力） 【 介護保険
課・ 健康医療政策課】

○救急医療に関するこ と 【 信
楽中央病院】
○病院施設の被害調査に関す
ること 【 信楽中央病院】
○病院施設の災害復旧に関す
ること 【 信楽中央病院】

○所管施設の災害復旧に関す
るこ と 【 子育て政策課・ 子育
て支援課・ 発達支援課・ 保育
幼稚園課】
○要配慮者（ 児童等） への救
護に関するこ と （ 救護班と の
調整、 協力） 【 家庭児童相談
課】

○所管施設の災害情報の収集
及び被害状況の確認【 商工労
政課・ 観光企画推進課・ 農業
委員会】

○信楽高原鐵道並びに、 公共
交通機関の被害状況や運行状
況等の情報収集に関するこ と
【 交通政策課】

○所管施設の災害情報の収集
及び被害状況の確認【 都市計
画課・ 都市基盤整備課・ 住宅
建築課】

○所管施設の災害情報の収集
及び被害状況の確認【 社会教
育課・ 文化スポーツ課・ 歴史
文化財課】
○所管施設の被害調査に関す
るこ と 【 社会教育課・ 文化ス
ポーツ課・ 歴史文化財課】
○避難所対策班と の協力・ 連
携に関するこ と 【 社会教育
課・ 文化スポーツ課・ 歴史文
化財課】

○福祉避難所の開設に関する
こ と （ 避難所の被害状況の確
認及び避難所開設） 【 地域共
生社会推進課・ 高齢福祉課・
障がい福祉課】
○要配慮者の救援状況の確
認、 情報収集【 生活支援課・
障がい福祉課・ 高齢福祉課】

〇要配慮者（ 児童等） の救援
状況の確認、 情報収集【 家庭
児童相談課】

○所轄避難施設の被害状況の
確認【 林業振興課・ 農業振興
課】

○初動期に必要な防災資機材
等の確保【 商工労政課・ 観光
企画推進課・ 農業委員会】

○道路、 河川等関係の被害状
況調査に関するこ と 【 建設管
理課・ 建設事業課】
○緊急輸送道路確保に関する
こ と 【 建設管理課】

○危険箇所には立ち入り 禁止
措置を行う 【 下水道課・ 上下
水道総務課】

○教育委員会施設の被害状況
の把握及び本部への報告【 教
育研究所・ 教育総務課・ 学校
教育課】

●予防接種に関すること 【 健
康医療政策課】
●自治体病院の支援及び連携
に関するこ と 【 健康医療政策
課】

●病院財産の管理に関するこ
と
●診療収入の調定及び請求に
関するこ と
●診療録の保存に関するこ と

●乳幼児教育・ 保育に関する
こ と 【 保育幼稚園課】
●教育・ 保育施設内の安全、
保健及び衛生に関するこ と
【 保育幼稚園課】

●農業団体と の連絡調整に関
するこ と 【 農業振興課】
●林業関係団体と の連絡調整
に関するこ と 【 林業振興課】
●林道台帳及び林地台帳の整
備保管に関するこ と 【 林業振
興課】

●部の連絡調整及び部長に関
するこ と 【 商工労政課】

●水道開閉栓に関するこ と
【 上下水道総務課】
●水質の保全・ 検査に関する
こ と 【 上水道課】

●下水道使用開始及び休止に
関するこ と 【 上下水道総務
課】

●学校の安全、 保健衛生及び
環境衛生に関するこ と 【 学校
教育課】

●医療機械及び器具並びに分
置薬品の請求及び保管に関す
ること
●診断書その他診療上の証明
に関するこ と
●入院、 外来患者の診療記録
の整備及び保管に関するこ と
●検査の記録、 データー等の
管理に関するこ と

●母子保健に関するこ と 【 子
育て政策課】
●こども家庭センター（ 母子
保健機能） に関するこ と 【 子
育て政策課】
●寡婦福祉に関するこ と 【 子
育て支援課】
●園の給食等に関するこ と
【 保育幼稚園課】

●商工業関係団体と の連絡調
整に関するこ と 【 商工労政
課】

●公園及び緑地帯の維持管理
等に関するこ と 【 建設管理
課】

●宅内排水設備及び水洗化に
関するこ と 【 下水道課】

●特別支援教育関係機関と の
連絡調整に関するこ と 【 学校
教育課】

●歴史民俗資料館等の管理運
営に関するこ と 【 歴史文化財
課】
●紫香楽宮跡関連遺跡群調査
事務所（ 以下「 調査事務所」
と いう 。 ） の管理運営に関す
るこ と 【 歴史文化財課】

学校教育班 社会施設班 食料支援班物資調達配給班

○災害情報の収集及び被害状
況の確認
○学校給食センターの管理運
営に関するこ と
○他の給食センターと の連絡
調整に関すること
○物資調達配給班と の調整に
関するこ と
○食料支援に関するこ と

○建設部内の調整に関するこ
と 【 建設事業課】
○緊急輸送道路確保に関する
こ と 【 建設管理課】
○建設業者等への応援依頼
等、 連絡調整に関するこ と
【 建設事業課】
○緊急建設資材等の調達に関
するこ と 【 建設事業課】
○道路、 河川等関係の災害復
旧に関するこ と 【 建設事業
課・ 建設管理課】
○土石流、 地すべり 崩壊、 急
傾斜地対策対応に関するこ と
【 建設管理課・ 建設事業課】
○信楽高原鐵道施設の機能確
保及び公共交通機関の利活用
に関するこ と 【 交通政策課】

〇所轄避難施設の対応に関す
るこ と 【 都市計画課・ 都市基
盤整備課・ 住宅建築課】
〇所管施設の被害調査に関す
るこ と 【 都市計画課・ 都市基
盤整備課・ 住宅建築課】
〇所管施設の災害復旧に関す
るこ と 【 都市計画課・ 都市基
盤整備課・ 住宅建築課】
〇被害住宅相談及び診断に関
するこ と 【 住宅建築課】
〇宅地崩壊対策に関するこ と
【 都市計画課・ 都市基盤整備
課】
〇仮設住宅に関するこ と 【 都
市計画課・ 都市基盤整備課・
住宅建築課】

●水道施設の維持管理に関す
るこ と 【 上水道課】
○上下水道部内の調整に関す
るこ と 【 上水道課】
○飲料水の市民への供給に関
するこ と 【 上水道課】
○緊急配水資材等の調達に関
するこ と 【 上水道課】
○水道施設の災害復旧に関す
るこ と 【 上水道課】
○他の地方公共団体等からの
応援受付及び応援要請に関す
るこ と 【 上水道課】
○緊急事業による配給水の広
報に関するこ と 【 上水道課】
○上水道に係る相談に関する
こ と 【 上水道課】
●公印の管理に関するこ と
【 上下水道総務課】

○下水道施設の被害調査に関
するこ と 【 下水道課】
●下水道に係る終末処理場、
管路及び中継ポンプ施設の維
持管理に関するこ と 【 下水道
課】
○下水道施設の災害復旧に関
するこ と 【 下水道課】
●公印の管理に関するこ と
【 上下水道総務課】
○下水道に係る相談に関する
こ と 【 下水道課】

○学校施設等の災害復旧に関
するこ と 【 教育総務課】
●公印の管理に関するこ と
【 教育総務課】
○教育関係義援金の受領、 保
管及び配分に関するこ と 【 教
育総務課】

○所管施設の災害復旧に関す
るこ と 【 社会教育課・ 文化ス
ポーツ課・ 歴史文化財課】
○関係施設の避難所に関する
こ と 【 社会教育課・ 文化ス
ポーツ課・ 歴史文化財課】

●避難行動要支援者に関する
こ と 【 地域共生社会推進課】
○健康福祉部内の調整に関す
るこ と 【 地域共生社会推進
課】
○所管施設の災害復旧に関す
るこ と 【 地域共生社会推進
課・ 高齢福祉課・ 障がい福祉
課】
○災害ボランティ ア（ 福祉関
係） の調整に関するこ と 【 地
域共生社会推進課】
○日赤奉仕団との調整に関す
るこ と 【 地域共生社会推進
課】
○行方不明者等の捜索、 収容
に関するこ と 【 生活支援課】
○社会福祉協議会と の連絡調
整に関するこ と 【 地域共生社
会推進課】
○福祉避難所に関するこ と
【 地域共生社会推進課・ 高齢
福祉課・ 障がい福祉課】
○被災者及び支援者への支援
に関するこ と 【 地域共生社会
推進課】
〇被災見舞金及び災害弔慰金
の支給に関するこ と 【 地域共
生社会推進課】
○災害援護資金の貸付に関す
るこ と 【 地域共生社会推進
課】
●福祉避難所に関するこ と
【 地域共生社会推進課】
●障害を理由とする差別の解
消及び障害者虐待（ 防止） に
関するこ と 【 障がい福祉課】
●高齢者生活支援事業に関す
るこ と 【 高齢福祉課】

●保健センターの運営及び事
業実施並びに管理に関するこ
と 【 健康医療政策課】
●保健師の統括に関するこ と
【 健康医療政策課】
●医療機関と の連絡調整に関
するこ と 【 健康医療政策課】
●診療所の管理運営に関する
こ と 【 健康医療政策課】
○医療機関及び保健所と の連
絡調整に関するこ と 【 健康医
療政策課】
○所管施設の災害復旧に関す
るこ と 【 介護保険課・ 健康医
療政策課】
○医療救護及び救護所の設置
運営に関するこ と 【 健康医療
政策課】
○医療機材、 医療品等の需給
調整及び救護に係る医療資源
の受領、 保管及び配分に関す
るこ と 【 健康医療政策課】
○感染症予防対策に関するこ
と 【 健康医療政策課】
○医療災害ボランティ アに関
するこ と 【 健康医療政策課】
●防疫及び感染症予防に関す
るこ と 【 健康医療政策課】

●公印の保管に関するこ と ○避難所対策班と の協力・ 連
携に関するこ と 【 保育幼稚園
課】
●児童虐待に関するこ と 【 家
庭児童相談課】
●ド メ スティ ッ ク ・ バイオレ
ンスに関するこ と 【 家庭児童
相談課】

○所轄避難施設の対応に関す
るこ と 【 林業振興課・ 農業振
興課】
〇農地崩壊に関するこ と 【 農
業振興課】
●農地及び農業用施設災害復
旧事業に関するこ と 【 農業振
興課】
○農林水産施設の災害復旧に
関するこ と 【 林業振興課・ 農
業振興課】
○林地崩壊に関するこ と 【 林
業振興課】

○産業経済部内の調整に関す
るこ と 【 商工労政課】
○避難生活・ 食料物資の調
達、 配給に関するこ と (総括）
【 商工労政課】
○所管施設の災害復旧に関す
るこ と 【 商工労政課・ 観光企
画推進課・ 農業委員会】
○避難世帯への生活・ 食料物
資の調達、 配給に関するこ と
【 商工労政課】
●公印に関するこ と 【 農業委
員会事務局】
○日赤奉仕団、 給食センター
と の食料調整に関するこ と
【 商工労政課】
○義援品（ 医療品、 医療機
材、 建築資材等の特定品を除
く 。 ） 受け入れに関するこ と
【 商工労政課】

上下水道部 教育委員会事務局健康福祉部 産業経済部／農業委員会事務局 建設部／都市政策部

道路河川対応班 住宅対応班 上水道班 下水道班福祉救援班 救護班 農林対応班

①地震時の業務は被害の状況により 異なるため、 被害の大きい場合には、 災害対策本部体制を設置し、 業務を実施する。

当該配備体制の従前の業務についても確認し 、 実行する。

①地震時の業務は被害の状況により 異なるため、 被害の大きい場合には、 災害対策本部体制を設置し 、 業務を実施する。

②地震時の対応は当該配備体制の従前の業務についても確認し 、 実行する。

①地震時の業務は被害の状況により 異なるため、 被害の大きい場合には、

災害対策本部体制を設置し 、 業務を実施する。

②地震時の対応は当該配備体制の従前の業務についても確認し 、 実行する。

施設職員は所属長より指示のあった場合に参集する。

職員の不足及び過多については、まず部内での調整を行い、それでも不足

する時は、職員班により人員の把握及び調整を行う。

【留意事項】

※左記の時間軸と体制配備の設置時間は必ずしも一致しない。 ※施設職員は所属長より指示のあった場合に参集する。

※小康状態が見込まれる場合は、所属長は職員に休憩を指示する。 ※職員の不足及び過多については、まず部内での調整を行い、それでも不足

※囲み(□)の内容は、重要な他機関との連携及び人員の連携に関することである。 する時は、職員班により人員の把握及び調整を行う。

※原則、課長以下の職員の継続配備は13時間を最大とし、それ以降は交替制とする。

Ａ -4
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